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FASB－金融商品の分類及び測定に
関する再審議の継続 
 

FASBは、2月26日のボード会議において、金融商品の分類及び測定に関するASU

（Accounting Standards Update）案の再審議を継続し、キャッシュフローの特性に関する評価

の必要性及び混合金融商品への公正価値オプションの適用に関して審議を行った1。 

 

【重要な決定事項】 

FASBは以下の事項を決定した。 

 金融資産の分類及び測定モデルにキャッシュフローの特性に関する評価は含まれ

ない。 

 資本性金融商品は、当期純利益を通じて公正価値で測定する（FV-NI）ことが求められ

る。ただし、以下は例外となる。 

- 持分法で会計処理される投資 

- 公正価値を容易に算定できないために、実務上の例外規定を適用することができる

投資 

 区分処理をすることが求められる組込デリバティブ特性を含む混合金融商品（資産及び

負債両方）について、公正価値オプションを適用することが認められる。 

分類及び測定に関するASU案及び最近の暫定合意についての詳細な情報は、公表済みの

刊行物において提供されている2。 

                                                      

1 ASU案「金融資産及び金融負債の認識及び測定」2013年2月14日。www.fasb.org より入手可能。  

2 過去の暫定合意の詳細については、Defining Issues 14-5 「金融商品の分類及び測定に関して拡大するダイバージェンス」、Defining 

Issues 13-56 「金融商品の減損と分類及び測定に関するIFRSとのコンバージェンスは達成されない見込み」及びIssues In-Depth No. 

13-2 「金融商品の分類及び測定に関するFASBのモデル案の適用」を参照。 

いずれも、http://www.kpmginstitutes.com/financial-reporting-network/より入手可能。 
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【キャッシュフローの特性の評価】 

FASBは、FV-NIで測定するデリバティブ商品及び資本性金融商品を除いて、キャッシュフロー

の特性の評価を金融資産の分類及び測定モデルに含めないことを決定した。資本性金融商

品は、持分法で会計処理される投資である場合、または公正価値を容易に算定できないため

に実務上の例外規定が適用できる場合を除き、FV-NIで測定することが要求される。 

背景及び考察 

2013年12月の会議において、FASBは、金融資産の契約上のキャッシュフローの特性を評価

する際に、元本及び利息の支払いのみでキャッシュフローが構成されるかを検討するSPPI

（solely payment of principal and interest）モデルを採用しないことを決定した。この決定を踏

まえ、FASBは、現行のU.S. GAAPにおける混合金融資産の組込デリバティブの区分処理規

定を引き継ぐことを決定した。また、FASBは、混合金融資産における組込デリバティブを区分

処理後の主契約、並びにその他の金融資産の分類及び測定を決定するために、キャッシュフ

ローの特性の評価に用いる新たなアプローチを開発すべきか否かについて、スタッフに分析

を行うよう指示した。 

2月26日の会議において、スタッフは、2012年1月に行われたIASBとの合同審議以前に開発し

たキャッシュフローの特性の評価を提示した。その評価のもとでは、以下の条件を満たす場

合を除き、金融商品はFV-NIで測定することとなる。 

 その金融商品がデリバティブではない。 

 満期時または他の決済時に債権者（投資家）に返済されることになる金額（取得時のプ

レミアムまたはディスカウントを調整後の契約上の元本額）が取引開始時に債務者（発

行体）に対して引き渡される。 

 契約上、期限前返済できない、または投資家がその当初投資額のほぼ全額を回収する

ことのない方法では決済されない（ただし、投資家自身が選択した場合を除く）。 

しかし、FASBは、金融資産の分類及び測定モデルに上記のキャッシュフローの特性の評価を

含めないことを決定した。 
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【混合金融商品への公正価値オプションの適用】 

FASBは、区分処理をすることが求められる組込デリバティブ特性を含む混合金融商品（資産

と負債の両方）に対して、公正価値オプションの適用を認めることを決定した。 

背景及び考察 

現行のU.S. GAAPにおける混合金融資産の組込デリバティブの区分処理規定を引き継ぐとい

うFASBの以前の決定を踏まえ、スタッフは、ASU案において混合金融負債の公正価値オプ

ションを混合金融資産にも適用するか否かについてFASBに質問した。 

ASU案は、現行のU.S. GAAPにおける無条件の公正価値オプションを削除し、代わりに特定

の状況下での公正価値オプションの選択を認めている。混合金融負債に関連する条件は、

以下の要件をいずれも満たさないことである。 

 組込デリバティブが、契約によって要求されるであろうキャッシュフローを大幅に変更し

ない。 

 類似の混合商品について初めて検討する際に、組込デリバティブの分離が認められな

いことが分析するまでもなく明らかである。 

FASBは、企業に上記の要件を評価することは求めず、混合金融負債について区分処理をす

ることが求められる組込デリバティブ特性が含まれると企業が判断した場合には、公正価値

オプションを適用することが可能であると決定した。さらに、FASBは、この会計処理の選択を

混合金融資産にも認めることを決定した。
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この文書はKPMG LLPが発行しているDefining Issues®  

Mar. 2014 No. 14-13をベースに作成したものです。 

 

上記の記述及び要約を、SECレギュレーション及び潜在的また

は現行の規定の代用として取り扱わないようにご注意願いま

す。U.S. GAAPを適用する企業またはSECへのファイリングを行

う企業は、関連する法規制及び会計規定の原文を参照するとと

もに、自社の特定の状況を検討し、会計及び法律顧問に相談さ

れることをお勧めいたします。 

 

本ニューズレターの内容に関しご質問等がございましたら、エン

ゲージメント・チームの担当者までご連絡ください。 
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